
第 9 号 議 案

　令和5年度（2023年度）町田市介護保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３８,７５６,０５０千円と定める。

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

　「第２表　債務負担行為」による。

（一時借入金）

第３条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５００,０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　(1) 保険給付費の各項に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

    

令和5年（2023年）2月21日提出

東京都町田市長職務代理者　町田市副市長　榎本　悦次
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　１　表　　　歳　入　歳　出　予　算

 歳   入

款 項
千円

1. 保険料 ７,７５５,９５７

1. 介護保険料 ７,７５５,９５７

2. 使用料及び手数料 １

1. 手数料 １

3. 国庫支出金 ８,６４０,７２１

1. 国庫負担金 ６,３６９,５２２

2. 国庫補助金 ２,２７１,１９９

4. 支払基金交付金 ９,９１４,３０２

1. 支払基金交付金 ９,９１４,３０２

5. 都支出金 ５,５１９,４７７

1. 都負担金 ５,１９２,７３８

2. 財政安定化基金支出金 １

3. 都補助金 ３２６,７３８

6. 財産収入 ４,１３１

1. 財産運用収入 ４,１３１

7. 繰入金 ６,８５３,０７８

1. 一般会計繰入金 ６,２９８,０７８

2. 基金繰入金 ５５５,０００

8. 繰越金 ６５,００５

1. 繰越金 ６５,００５

9. 諸収入 ３,３７８

1. 延滞金及び過料 ２

2. 雑入 ３,３７５

3. 市預金利子 １

３８,７５６,０５０

金 額

歳 入 合 計

介護保険事業会計
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 歳   出

款 項
千円

1. 総務費 １,０９６,５１５

1. 総務管理費 ７２１,０４２

2. 徴収費 ３６,９３８

3. 介護認定審査会費 ３３８,５３５

2. 保険給付費 ３５,５７６,１８９

1. 介護サービス等諸費 ３２,８６５,２４０

2. 介護予防サービス等諸費 ７９４,７４１

3. その他経費 １,９１６,２０８

3. 地域支援事業費 １,９９４,０９３

1. 介護予防・日常生活支援総合事業費 １,１６１,５０３

2. 包括的支援・任意事業費 ８３２,５９０

4. 基金積立金 ４,１３１

1. 基金積立金 ４,１３１

5. 諸支出金 ８０,００５

1. 償還金及び還付加算金 ８０,００４

2. 繰出金 １

6. 公債費 １１７

1. 公債費 １１７

7. 予備費 ５,０００

1. 予備費 ５,０００

３８,７５６,０５０

金 額

歳 出 合 計

介護保険事業会計
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介護保険事業会計

第  ２  表     債  務  負  担  行  為

事　　　　　　　項 期　　　間 限　　度　　額

千円

要介護認定業務委託事業
令 和 5 年 度 か ら
令 和 8 年 度 ま で

155,306

介護保険料納入通知書等作成委託事業
令 和 5 年 度 か ら
令 和 6 年 度 ま で

11,603

保険料収納事業
令 和 5 年 度 か ら
令 和 8 年 度 ま で

17,883
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